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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本機械工業連合会（JMF）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産

業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業大臣

が改正した日本産業規格である。これによって，JIS B 9712:2006 は改正され，この規格に置き換えられ

た。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 B 9712：2022 
 (ISO 13851：2019) 

機械類の安全性－両手操作制御装置－ 

設計及び選択原則 

Safety of machinery-Two-hand control devices- 

Principles for design and selection 

 
序文 

この規格は，2019 年に第 2 版として発行された ISO 13851 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格は JIS B 9700 のまえがきで示されたタイプ B2 規格である。 

1 適用範囲 

この規格は，両手操作制御装置の安全要求事項及び制御操作器の手による操作に対する出力信号の依存

関係について規定する。 

この規格は，安全を達成するための両手操作制御装置の主な特性を記載し，3 種類の機能的特性の組合

せを示す。この規格は，イネーブル装置，ホールド・トゥ・ラン装置及び特別な制御装置として使用され

ることを意図した装置には適用しない。 

この規格は，両手操作制御装置がどの機械に使用されなければならないかについては規定しない。特定

の用途に対して，どのタイプの両手操作制御装置を使わなければならないかについても規定しない。さら

に，指針は提供するが，両手操作制御装置と危険区域との間に要求される距離を規定しない（8.8 参照）。 

この規格は，両手操作制御装置の無効化の防止，不具合（障害）の回避及び適合の検証を含む両手操作

制御装置の（リスクアセスメントに基づく）設計要求事項及び選択指針を提供する。 

注記 1 両手操作制御装置は，その装置を使用する人の保護だけを提供する。 

注記 2 特定の機械に関しては，適切な保護装置としての両手操作制御の適合性は，タイプ C 規格で定

義する場合がある。そのような規格が存在しない又は適切でない場合，リスクアセスメント及

び適切な保護方策の決定は，機械製造業者の責務である。 

この規格は，使用するエネルギー源は問わず，次を含む全ての両手操作制御装置に適用する。 

－ 据付けのために完全に組み立てられた両手操作制御装置 

－ 機械製造業者又はインテグレータによって組み込まれた両手操作制御装置 

注記 3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 


